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令和４年２月定例会 警察危機管理防災委員会（急施議案）の概要 

 

日時 令和４年２月２４日（木） 開会 午後 ２時５１分 

              閉会 午後 ３時１６分 

場所 第７委員会室 

出席委員 内沼博史委員長 

     高橋稔裕委員、高木功介委員、齊藤邦明委員、須賀敬史委員、宮崎栄治郎委員、

鈴木正人委員、田並尚明委員、浅野目義英委員 

欠席委員 権守幸男副委員長 

説明者  [警察本部関係] 

原和也警察本部長、古田土等総務部長、 

岩根忠交通部長、利根田久雄財務局長、塚本英吉総務課長、 

小駒眞次会計課長、谷川裕保交通総務課長、桑島正彦交通規制課長 

 

 [危機管理防災部関係] 

 安藤宏危機管理防災部長、澁澤陽平危機管理防災部副部長、 

     内田浩明危機管理課長、山口芳正危機管理課危機対策幹、武井裕之消防課長、

山田勲災害対策課長、金子亮化学保安課長 

 

会議に付した事件並びに審査結果 

１ 議案 

議案番号 件              名 結  果 

第６０号 
令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第１４号）のうち

警察本部及び危機管理防災部関係 
原案可決 

 

２ 請願 

なし 
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令和４年２月定例会 警察危機管理防災委員会（急施議案）における発言 

 

 

【付託議案に対する質疑（警察本部関係）】 

高橋委員 

 今回の補正予算では、第５期埼玉県通学路整備計画で整備が必要な８８２か所のうち、

整備が未着手の６１７か所を選定しているが、どのような考え方によるものか。 

 

交通規制課長 

 第５期埼玉県通学路整備計画に基づく、整備が必要な対策箇所８８２か所のうち、補正

予算として６１７か所を選定した理由は、地元住民や道路管理者等と新たな調整の必要が

なく、早期に実施可能かつ、緊急性が高い箇所を中心に選定したところである。 

 

高橋委員 

 残りの１２５か所についても、補正予算で早急に対応するべきだと思うが、今後どのよ

うに整備をしていくのか。また、第５期通学路整備計画に記載されていない通学路の安全

対策をどのように行っていくのか。 

 

交通規制課長 

 残り１２５か所の対策については、資料にある信号機の改良のうち、歩行者用灯器増灯

の３４か所を令和４年度当初予算で計上している。その他の９１か所については、地元住

民の合意形成や道路管理者等と連携が必要な箇所であり、早期に整備ができるように努め

ていく。また、第５期埼玉県通学路整備計画に基づく安全対策は、今年度の点検結果にお

いて対策を講じる必要があると認められた通学路に対して行うものであり、令和８年度ま

でに可能な対策を完了する予定である。他方で、今後交通環境や道路環境が変化すること

も予想されることや、通学路自体の変更も想定されることから、この計画に盛り込まれて

いない通学路についても、春秋の全国交通安全運動で集中点検を行うこととするほか、県

民要望も踏まえ、適切な安全対策を講じていく。 

 

【付託議案に対する質疑（危機管理防災部関係）】 

高木委員 

１ 震度情報ネットワークシステム及び消防庁被害情報収集・共有システムの改修工事に

ついて、当初予算ではなく補正予算に計上した理由はどのようなものか。 

２ 消防庁被害情報収集・共有システムに、県の災害オペレーション支援システムを接続

することで、本県が得られるメリットはどのようなものか。 

 

災害対策課長 

１ 昨年１２月に成立した国の補正予算を活用する事業であり、国の緊急経済対策の一環

であることから、各自治体が今年度の補正予算により執行することが交付の条件となっ

ている。来年度の当初予算での活用では補助対象外となってしまうため、補正予算に計

上したものである。 

２ 現在、大規模な災害では、国は被害情報を都道府県からメールやファックスで収集し

ており、情報がばらばらに入ってくる状態となっている。本システムを活用することで、

国は情報の集計や整理が効率化でき、国から被災地への支援の迅速化、適切化にもつな
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がる。県の事務も、これまで市町村の情報を県のシステムから取り出した上で整理、集

計して国へメールを送信しているため、これらの作業について省力化が図られる。国の

メリットが大きいため、補助率が１０分の１０となっている。 

 

田並委員 

 ＤＸの一環として、国と地方自治体で２０２５年までに業務システムの標準化を進めて

いるところであるが、今後、国の消防庁被害情報収集・共有システムに変更があった場合

でも問題はないのか。 

 

災害対策課長 

 消防庁被害情報収集・共有システムは現在開発段階であるが、国から逐次仕様書等が都

道府県に情報共有されている。国での開発状況を踏まえながら、本県のシステムとのそご

がないように対応していく。 

 

【付託議案に対する討論】 

 なし 

 

 


